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議案第２７号 

 

 

令和８年度宇治田原町一般会計補正予算（第１号） 

 

 

 令和８年度宇治田原町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ １８，４１９ 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ ６，５０３，４１９ 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

 額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

 

 

                 令和８年６月５日      提  出 

 

                                  宇治田原町長     勝 谷 聡 一 

 

                                               日     決 

 

                                  宇治田原町議会議長  田 中   修 

 

                                        同   議員 

 

                                        同      議員 





１ （単位：千円）

発行差減

券発行の方法

第２表　地方債補正

変 更

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額
起債の
方　法

利 率  償還の方法 限 度 額
起 債 の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

きはその による場合に る政府資金及 の他の場合に

より、銀行そ

の融資条件に

式で借り入れ

利率見直し方

下回ると

が額面を  ただし、証

るために ００円につき 金ついて、利 のとする。　

額をうめ 価格は額面１ 体金融機構資 と協定するも

おいては発行 び地方公共団 はその債権者

額をこれ 以上とする。 行った後にお 財政の都合に

必要な金 ９９円５０銭 率の見直しを 　ただし、町

た額。 見直し後の利 及び償還期限

に加算し いては、当該 より据置期間

は繰上償還も

率） を短縮し、又

借換えするこ

しくは低利に

とができる。

とおり

既定の

とおり

既定の

とおり

既定のデジタル活用推進
事業費

67,200 37,600
発行価格

ただし、

は証券発行。

　証書借入又

内（ただし、

　5．0％以

ついては、そ

　政府資金に
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１　特別職

職員数

（人） 報　酬 給　料
期末
手当

その他
手　当

計

長 等 3 20,880 7,661 10,282 38,823 6,021 44,844

議 員 11 33,960 11,391 45,351 8,093 53,444

その他 198 34,597 34,597 34,597

計 212 68,557 20,880 19,052 10,282 118,771 14,114 132,885

長 等 2 15,480 6,459 7,636 29,575 4,474 34,049

議 員 11 33,960 11,391 45,351 8,093 53,444

その他 198 34,597 34,597 34,597

計 211 68,557 15,480 17,850 7,636 109,523 12,567 122,090

長 等 1 5,400 1,202 2,646 9,248 1,547 10,795

議 員

その他

計 1 5,400 1,202 2,646 9,248 1,547 10,795

備　　　考

（その他手当）

1,463 （特別職のみ）

48 （特別職のみ）

　 8,771 （特別職のみ）　退職手当組合負担金

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

（単位：千円）

区　分

給　　　　　　　与　　　　　　　費

共済費 合　計

　地域手当

補
　
正
　
後

補
　
正
　
前

比
 
 
 
較

　通勤手当
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